
 

            

淡
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年
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第
三
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ロ
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ク
規
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淡
交
会
青
年
部
近
畿
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
規
約 

第
一
章 

総 
 

則 

 

（
趣 

旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
約
は
、
茶
道
裏
千
家
淡
交
会
（
以
下
「
淡
交
会
」
と
い
う
）
青
年 

部
ブ
ロ
ッ
ク
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と 

す
る
。 

（
名 

称
） 

第
二
条 

本
会
は
、
一
般
社
団
法
人
茶
道
裏
千
家
淡
交
会
近
畿
第
三
地
区
地
域
等
に 

存
し
、
茶
道
裏
千
家
淡
交
会
青
年
部
近
畿
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
（
以
下
「
本
ブ 

ロ
ッ
ク
」
と
い
う
）
と
称
す
る
。 

（
事
務
所
） 

第
三
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
の
事
務
所
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
（
尼 

崎
市
塚
口
町
三
丁
目
十
七
の
十
一
）
に
置
く
。 

（
構 

成
） 

 

第
四
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
青
年
部
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

目
的
及
び
事
業 

 

（
目 

的
） 

第
五
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
宗
家
並
び
に
淡
交
会
総
本
部
の
指
導
の
も
と
に
、
ブ
ロ 

 
 
 
 

ッ
ク
内
各
青
年
部
の
均
衡
・
ブ
ロ
ッ
ク
内
青
年
部
会
員
の
連
絡
・
調
整
を 

 
 
 
 

行
い
、
親
睦
・
友
愛
を
深
め
る
と
と
も
に
青
年
部
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
す
る 

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
事 

業
） 

第
六
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

①
宗
家
並
び
に
淡
交
会
総
本
部
の
指
針
に
基
づ
く
事
業 

②
青
年
部
の
充
実
・
発
展
を
図
る
た
め
の
会
員
大
会
・
研
修
会
・
茶
会
・ 

講
演
会
及
び
親
睦
会 

③
学
校
茶
道
と
の
連
携
事
業 

④
茶
道
を
通
じ
て
の
社
会
事
業
及
び
国
際
交
流
事
業 

⑤
地
区
主
催
事
業
へ
の
協
力 

⑥
そ
の
他
、
本
ブ
ロ
ッ
ク
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業 

 

第
三
章 

役 
 

員 

 

（
役
員
等
） 

第
七
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
次
の
役
員
を
置
く
。 

①
ブ
ロ
ッ
ク
長 

 
 
 
 

１ 

名 

②
副
ブ
ロ
ッ
ク
長 

 
 
 

若
干
名 

③
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
長 

 
 

１ 

名 

④
ブ
ロ
ッ
ク
副
幹
事
長 

 

若
干
名 

⑤
ブ
ロ
ッ
ク
委
員 

 
 
 

若
干
名 

⑥
ブ
ロ
ッ
ク
会 

計 
 
 

２ 

名 

⑦
ブ
ロ
ッ
ク
監 

事 
 
 

２ 

名 

二 

前
項
の
役
員
の
ほ
か
、
顧
問
及
び
相
談
役
を
そ
れ
ぞ
れ
若
干
名
置
く 

こ
と
が
で
き
る
。 

三 

ブ
ロ
ッ
ク
長
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
全
国
委
員
の
中
か
ら
選
任
し
、
会
長
並
び

に
理
事
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。 

四 

副
ブ
ロ
ッ
ク
長
・
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
長
・
ブ
ロ
ッ
ク
副
幹
事
長
・
ブ
ロ 

ッ
ク
会
計
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
監
事
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
委
員
の
互
選
に
よ
り
、 

淡
交
会
の
会
長
並
び
に
理
事
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。 

五 
ブ
ロ
ッ
ク
委
員
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
青
年
部
の
部
長
及
び
出
向
す
る
会 

員
の
中
か
ら
若
干
名
を
選
任
す
る
。 

六 

顧
問
は
、
地
区
長
・
地
区
内
各
支
部
長
又
は
ブ
ロ
ッ
ク
の
目
的
に
賛 



 

同
す
る
数
寄
者
の
中
か
ら
選
任
す
る
。 

七 

相
談
役
は
地
区
内
参
事
・
参
事
補
・
特
別
参
事
、
各
支
部
幹
事
長
又 

は
青
年
部
役
員
経
験
者
の
中
か
ら
選
任
す
る
。 

八 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
役
員
の
就
任
・
変
更
に
関
す
る
事
項
は
、
そ 

の
事
由
の
生
じ
た
後
遅
滞
な
く
淡
交
会
総
本
部
に
報
告
し
、
そ
の
承
認 

を
得
る
も
の
と
す
る
。 

（
任 

期
） 

第
八
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
の
役
員
の
任
期
は
、
一
期
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を 

妨
げ
な
い
。 

二 

補
欠
又
は
増
員
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
又
は 

現
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

三 

役
員
は
、
辞
任
又
は
任
期
満
了
後
に
お
い
て
も
、
後
任
者
が
就
任
す 

る
ま
で
は
、
そ
の
任
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
任 

務
） 

第
九
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
の
役
員
の
任
務
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

①
ブ
ロ
ッ
ク
長 

 

ブ
ロ
ッ
ク
の
会
務
全
般
を
総
理 

②
副
ブ
ロ
ッ
ク
長 

ブ
ロ
ッ
ク
長
の
補
佐 

③
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
長 

ブ
ロ
ッ
ク
長
・
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
の
補
佐
及
び 

 
 
 

 
 

ブ
ロ
ッ
ク
の
運
営
全
般
の
掌
理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

④
ブ
ロ
ッ
ク
副
幹
事
長 

ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
長
の
補
佐 

⑤
ブ
ロ
ッ
ク
委
員 
 

ブ
ロ
ッ
ク
の
運
営 

⑥
ブ
ロ
ッ
ク
会
計 

 

ブ
ロ
ッ
ク
の
経
理 

⑦
ブ
ロ
ッ
ク
監
事 

ブ
ロ
ッ
ク
の
会
計
及
び
会
務
執
行
状
況
の
監
査 

⑧
顧
問
及
び
相
談
役 

 

ブ
ロ
ッ
ク
運
営
に
関
す
る
受
相
談 

 

第
４
章 

会 
 

議 

 

（
会 

議
） 

第
十
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
運
営
の
た
め
、
次
の
会
議
を
開
催
す
る
。 

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会 

②
役
員
会 

（
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
） 

第
十
一
条 

ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
は
、
本
規
約
第
七
条
一
項
に
定
め
る
役
員
及
び
ブ
ロ 

ッ
ク
内
青
年
部
の
部
長
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
監
事
は
必
要 

に
応
じ
て
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

前
項
の
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
長
が
招
集
し
、
毎
年
１ 

回
以
上
開
催
す
る
。 

（
定
足
数
） 

第
十
二
条 

ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
は
、
構
成
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
会
す 

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委
任
状
提
出
者
は
出
席
と
み
な
す
。 

（
議
事
録
） 

第
十
三
条 

会
議
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を
作
成
し
、
遅
滞
な
く
淡
交
会
総 

本
部
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
役
員
会
） 

第
十
四
条 

役
員
会
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
長
・
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
・
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
長
・
ブ
ロ 

ッ
ク
副
幹
事
長
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
会
計
で
構
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
す 

る
。
ブ
ロ
ッ
ク
監
事
は
必
要
に
応
じ
て
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が 

で
き
る
。 

（
決
議
の
省
略
） 

第
十
五
条 

各
会
議
の
構
成
員
が
、
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
提
案
し
た 

 
 
 
 
 

場
合
に
お
い
て
、
同
構
成
員
の
過
半
数
が
同
意
し
た
と
き
は
、
当
該
提 

 
 
 
 
 

案
を
可
決
す
る
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。 

 
第
五
章 

会 
 

計 

 

（
運
営
経
費
の
構
成
） 



 

 
第
十
六
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
の
運
営
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

①
補
助
金 

②
助
成
金 

③
分
担
金 

④
寄
付
金
・
雑
収
入 

（
分
担
金
） 

第
十
七
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成
す
る
各
青
年
部
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
運
営
に
必
要
な 

費
用
を
分
担
す
る
。 

（
事
業
計
画
及
び
予
算
） 

第
十
八
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
予
算
は
ブ
ロ
ッ
ク
長 

 
 
 
 
 

が
作
成
し
、
役
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
淡
交
会
総
本
部
に
届
け
出
る 

も
の
と
す
る
。 

（
事
業
報
告
及
び
決
算
） 

第
十
九
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
の
事
業
報
告
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
決
算
は
、
ブ
ロ
ッ
ク 

 
 
 
 
 

長
が
作
成
し
、
監
事
の
意
見
を
付
け
た
上
、
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
の
承
認 

を
受
け
て
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
１
ヶ
月
以
内
に
淡
交
会
総
本
部
に
報 

告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
業
年
度
） 

第
二
十
条 

本
ブ
ロ
ッ
ク
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
一
月
一
日
に
始
ま
り
同
年
十
二
月
三

十
一
日
に
終
わ
る
。 

 

第
六
章 

規
約
の
変
更 

 

（
規
約
の
変
更
） 

第
二
十
一
条 

こ
の
規
約
を
変
更
す
る
際
は
、
淡
交
会
総
本
部
の
承
認
を
得
る
も
の
と

す
る
。 

 

第
七
章 

補 
 

則 

（
補 

則
） 

第
二
十
二
条 

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
ブ
ロ
ッ
ク
の
運
営
に
必
要
な
事

項
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
長
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
の
議
決
を
経
て
、
淡
交
会 

 
 
 
 
 
 

総
本
部
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
全
国
委
員
） 

第
二
十
三
条 

当
ブ
ロ
ッ
ク
選
出
の
全
国
委
員
は
、
役
員
会
の
承
認
を
受
け
て
ブ
ロ
ッ 

 
 
 
 
 
 

ク
長
が
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。 

  
 
 
 
 

付 
 

則 

 

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

こ
の
規
約
の
変
更
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
令
和
三
年
一
月
二
十
一
日 

淡
交
会
総
本
部
の
承
認
を
得
る
） 


